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対象者 （１） 妊娠を希望している 

１８歳以上５０歳未満

の女性（※） 
（※）18 歳未満で平成 18 年 4 月 1

日生まれまでの既婚者の方は含む 

(２) 妊娠を希望する 
女性の配偶者等 

(事実婚含む) 

(３) 低抗体(＊１)で
ある妊婦の配偶者等 

(事実婚含む) 

事前手続き 不要 必要（場所：和歌山市保健所） 
事前手続きに必要な書

類 
 本人確認書類(＊２) 

その他(＊３) 
医療機関への予約 必要 必要 必要 
予診票 医療機関に常備 希望者が持参する専用の予診票を使う。 

【注意：持参していない場合は助成対象外】 
検査当日、医療機関に

持参してもらう物 
本人確認書類(＊２) 本人確認書類(＊２) 

予診票 
＊１ 低抗体とは、HI 法１６倍以下、EIA 法８．０未満 
＊２ 本人確認書類とは、健康保険証や運転免許証、マイナンバーカード等で、氏名、生年月日、住所

を確認できるもの 
＊３ 婚姻し同居しているが住所を異動していない場合や事実婚の場合等では、別途必要な書類があり

ます。該当する場合には、事前に保健所保健対策課（電話：488-5118）にお問い合わせください。 
＊４ (２) 妊娠を希望する女性の配偶者等又は(３) 低抗体(＊１)である妊婦の配偶者等に該当する場

合であっても、生年月日が、昭和３７年４月２日から昭和５４年４月１日までの間に生まれた男性

は、風しんの追加的対策（クーポン券）の対象者になりますので、専用の予診票をご利用ください。 

抗体検査 
助成対象外 

次のすべてに該当しますか？  
①  和歌山市に住民登録がある 
② 平成２５年度以降に風しん抗体検査・予防接種を受けたことがない 
③ これまでに風しんにかかったことがない又は不明 
④ 風しん又は麻しん風しん混合ワクチンを接種したことがない又は不明 
⑤ 風しん抗体検査を受けたことがない（妊婦健診を含む）又は不明 

はい いいえ 

下表の対象者に限り、 
抗体検査助成の対象です！ 

 

抗体検査の助成の対象となる者及び必要な事前手続き等 


